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２０ 地域ケア体制の整備等の推進について 

（厚生労働省）

 提案の要旨 

 ① 療養病床の介護保険施設等への円滑な転換 

 ② 地域包括支援センターの充実強化 

 ③ 特定健康診査・特定保健指導の体制整備 
 現状及び課題 

【現 状】 
① 国民皆保険を堅持し，将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとしていくため，「医療
制度改革大綱」（平成17年12月 1日政府・与党医療改革協議会決定）に沿って，平成18年6
月に医療制度改革関連法が成立したところである。この大綱を踏まえ，生活習慣病予防の徹底，
平均在院日数の短縮など，医療費適正化の総合的な推進のため，都道府県医療費適正化計画の
策定や医療保険者による保健事業の義務化，療養病床の再編成など，本格的な取組が展開され
ることとなった。 
療養病床の再編成にあっては，療養病床の入院患者の受け皿づくりを含め，将来的なニーズ
や社会資源の状況等に即した「地域ケア体制」の計画的な整備を促進するため，都道府県にお
いて「地域ケア体制整備構想」を策定することとされた。 
② 介護保険制度の持続可能性などを視点とした改正介護保険法が，平成 18年 4月 1日に施行
され，「予防重視型システム」や「地域包括ケア」の中核的役割を担う機関として，地域包括
支援センターが設置された。 
③ 生活習慣病予防対策については，今回の医療制度改革において，各医療保険者に対し，平成

20年度から，特定健康診査・特定保健指導を実施することが義務づけられた。 
【課 題】 
 ① 療養病床の介護保険施設等への円滑な転換 

療養病床の入院患者が行き場を失うことがないよう，患者の状態に応じた介護保険施設等へ
の円滑な転換を行う必要がある。 
また，介護保険施設等への転換に伴う介護保険財政への影響に配慮する必要がある。 

② 地域包括支援センターの充実強化 
地域包括支援センターは，「予防重視型システム」や「地域包括ケア」の中核的役割を担う
ことになっているが，介護予防プラン作成業務が過大となっていることや運営に要する経費な
どに対する財政措置が十分でないことにより，その機能が十分発揮できる状況になっていな
い。このため，地域包括支援センターの本来機能の確保が課題である。 

③ 特定健康診査・特定保健指導の体制整備 
平成２０年度からの医療保険者への実施義務づけに伴い，保健師・栄養士等の確保及び新た
なシステム改修・整備，計画策定等の費用負担への対応が必要となる。 
また，被扶養者に対する健診等提供システムの整備及び特定健診・特定保健指導実施機関の
確保等，新たな事業を円滑に実施するための体制整備が求められている。 

 これまでの取組状況及び前年度提案結果 

【取組状況】 

平成18年 12月  十三大都道府県国民健康保険主管課長会要望（特定健康診査・特定保健指導） 

平成18年 7月  全国知事会提案・要望 

平成18年 7月  中国地方知事会提案 

平成18年 7月  全国主要都道府県民生主管部（局）長連絡協議会要望 

【前年度提案結果】 

介護療養病床の廃止（平成23年度末）等に伴い，各都道府県が「地域ケア体制整備構想」を策定するこ

とを踏まえ，地域介護・福祉空間整備等交付金において，介護療養病床の転換に係る地域ケア体制の計画

的な整備を支援する予算が措置された。  
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 提案の内容 
 

 

① 療養病床の介護保険施設等への円滑な転換 
 

ア 療養病床の入院患者やその家族，医療機関に不安や混乱が生じないよう，必要な情報の迅

速な提供を行うこと。特に，入院患者の状態に応じた受け皿として特別養護老人ホームや老

人保健施設が機能するよう，特別養護老人ホームや老人保健施設の基本的在り方及び医療提

供の在り方を見直すとともに，運営基準や報酬体系を早急かつ具体的に提示すること。 

イ 利用者の視点から，地域において切れ目のない医療，介護を提供するため，在宅医療基盤

や介護サービス基盤の整備に必要な人材が確保されるよう，研修の充実や報酬体系の見直し

を行うこと。 

ウ 療養病床が多数所在する市町において，介護保険施設等への転換が介護保険の被保険者や

市町の過大な負担にならないよう，財政調整交付金等による財源措置を講じること。 

エ 医療保険適用の療養病床を他の施設に転換する場合についても，介護保険適用の療養病床

の転換の場合と同様の助成制度とするとともに，必要な財源を措置すること。 

 

 ② 地域包括支援センターの充実強化 

  地域包括支援センターは介護保険と介護予防，各種相談や生活支援等の高齢者福祉施策を

統括する中核機関としての役割を担っているが，その総合的な機能が十分発揮できるよう，

介護報酬の見直しも含めて，運営に十分な財源措置を講じるとともに，引き続き，その機能

の確保方策や業務のあり方等について検討を行うこと。  

 

 ③ 特定健康診査・特定保健指導の体制整備 

      特定健康診査・特定保健指導の実施に当たっては，加入者の負担増が危惧されるため，負

担軽減策を講じること。また，実施体制については，医療保険者及び地方公共団体の意見を

十分に踏まえた現実的な制度設計を行い，実施体制の整備が円滑に行えるよう必要な財源措

置をすること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【 特定健康診査・特定保健指導の事業概要 】 

○ 根 拠 ：高齢者の医療の確保に関する法律 

○ 健診対象者：４０歳～７５歳未満の医療保険加入者 

○ 市町国保等医療保険者は，１９年度中に特定健康診査等実施計画を策定し，実施体制を整備

する必要がある。健診，保健指導の内容は，国が示す「標準的な健診・保健指導プログラム」

に沿って行う。 


